
倉敷市水道事業経営審議会
（第５回）

日時：令和５年３月２０日（月）午後２時～
場所：水道局３階大会議室
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　



令和５年３月２０日

水道建設課 渡邉 伸彦

民間資金活用による太陽光発電設備導入事業
（PPA：電力購入契約）について
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
水道建設課の渡邉です。これより、水道局で導入しました、県内の自治体では初めてとなる民間資金を活用した電力購入契約による太陽光発電設備の導入についてご紹介したいと思います。
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導入目的について

豪雨などの気候変動の要因となっている温室効果ガスの排出削減に積極的
に取り組む。

倉敷市

２０２１年６月 ： ゼロカーボンシティーへのチャレンジを表明

県内の自治体として初の取組となる民間資金を活用した、太陽光発電設備
を電力購入契約により導入することとしました。

これにより、初期投資不要で片島浄水場の敷地に、太陽光発電設備を設置
し、温室効果ガス排出量の削減に取り組む。

水道局

※電力購入契約（PPA：Power Purchase Ａgreement）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　まず、導入の目的です。　倉敷市では温室効果ガスの排出量削減を積極的に取り組んでいくために、2021年6月にゼロカーボンシティーへのチャレンジを表明しました。　ゼロカーボンシティーとは、脱炭素社会に向けて2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロに取り組むことを表明した、地方自治体のことです。　これに伴い、水道局としても県内の自治体として初の取組となる民間資金を活用した太陽光発電設備を電力購入契約により導入することとしました。　これにより初期投資不要で片島浄水場の敷地に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を活用することで、温室効果ガス排出量の削減に取り組むこととしました。　またこのような、電力購入契約モデルのことを英語表記の頭文字をとってPPAモデルといいます。　
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事業概要について

PPA事業者

蓄電装置

片島浄水場

太陽光発電

・太陽光発電の設置
運用、管理

・電気料金を

支払い
（管理費等を含む）

発電電力を
日中に使用

（非常時）
防災用電源

電話・PC

充放電設備・EV

環境省補助金

（夜間）
一部電力
を使用

特定負荷

＜発電した電気の流れ＞

平常時
非常時

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　次に、事業概要について説明します。　電力購入契約についての概要ですが、太陽光パネルを設置し、運用や管理を行い、発電した電力を販売する事業者をPPA事業者といいます。　PPA事業者は、電力の購入契約を結んだ場所の敷地や屋根に、太陽光発電設備を設置します。｛片島浄水場では敷地となります｝　電力を購入することになる片島浄水場側は、発電によって得られた電気の使用量に応じて、電気料金を契約期間においてPPA事業者に支払うという方式となります。　また片島浄水場では蓄電池やEV充電器なども導入し、非常時にも電力を活用できるようにしています。
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導入状況について

脱炭素社会の実現に向けて、片島浄水場へ電力購入契約（PPA：Power Purchase 
Ａgreement）による太陽光発電設備を設置し、令和5年2月より発電を開始しました。

太陽光発電パネル

片島浄水場

・契約期間約20年
・太陽光パネル設置面積
約4,000㎡

・太陽光パネル発電容量
約480kW

・年間発電量
約480,000kWh

（片島浄水場年間電気使用量の
約15％に相当）

・発電電力は、片島浄水場内で使用

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次に現在の状況です。　片島浄水場は、黄色の枠で囲んだ部分です。将来の施設更新にも対応できるように約１０，０００平米を確保しています。　その内の赤色で囲んだ方の約４，０００平米に約４８０キロワットの太陽光パネルを設置するものです。　契約事業者と約20年間の電力購入契約を締結して令和5年2月より発電を開始しました。　太陽光パネルの１年間の発電量は、約四十八万キロワットアワーを見込んでおり、片島浄水で使用する全ての電力の約１５パーセントに相当します。また発電した電力は全て浄水場内で消費します。



国の温室効果ガス排出量の削減目標値(２０３０年) 
２０１３年度比４６％削減
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導入効果について

・ 温室効果ガス排出量の削減による地球環境への貢献

排出量 約1,700 t-CO2/年 → 約1,430 t-CO2 /年
温室効果ガス排出量の削減量 約270 t-CO2 /年

（約135世帯分の電力使用によるＣＯ２排出量に相当）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　続きまして本事業の導入効果についてです。　温室効果ガス排出量の削減量は、導入前では、１年間に約1700トン排出していたものが、導入後では約1430トンの排出となり、約270トンの削減が見込めます。　これは、一般家庭に置き換えると、約135世帯分の電力使用量によるCO2排出量に相当する量の削減となります。　そして、今後懸念される電気料金の高騰リスクへの低減も期待ができます。　以上により、片島浄水場では、国の2030年迄の温室効果ガス排出量の削減目標値について、2013年度比で46パーセントの削減が可能となります。最後になりますが、今後も倉敷市のゼロカーボンシティーへの実現に向け、水道局としても、引き続き、温室効果ガス排出量の削減と、おいしい水の安定供給に努めてまいります。以上となります。



令和５年３月２０日

水道管理課 森上 慎也

水道管凍結防止対策
～１月下旬寒波の報告について～
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
水道管凍結防止対策につきまして、１月下旬寒波の報告も含めて、水道管理課　森上が説明させていただきます。
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本発表の内容

① 本年度実施した水道管の凍結防止対策

② １月下旬寒波の報告について

③ まとめ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
本発表の内容ですが、①本年度実施した水道管の凍結防止対策②１月下旬寒波の報告について③まとめの順番でご説明いたします。まず、（クリック）①本年度実施した水道管の凍結防止対策について、です。
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のぼり旗の設置

広告モニター（デジタルサイネージ）での放映 ポスター掲示

①‐１ 広報活動（公共施設）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
水道局では、冬になる前の昨年の９月末から、事前の凍結防止対策を実施しております。まず、広報活動について、公共施設などで実施しているものをご説明いたします。市役所の庁舎内にのぼり旗を設置しました。また、市民課前に広告モニターを設置、公民館などの公共施設にはポスターを掲示するなど、市民の目につきやすい場所に、啓発用の掲示を行うことで、凍結防止対策の呼び掛けを実施しました。



 

 
 

          

     

   

  

 
 
 

 

 

 

   

    

        

 

         

      

       

 

 
        

     

請求予定額   8,102   ご使用水量 32   
（内訳） 

水 道 料 金        3,432円 

下水道使用料        4,670円 

 

今 回 指 針         232㎥ 

前 回 指 針          200㎥ 

取替前水量          0㎥ 

振替予定日           1月 17日 ﾒｰﾀｰ番号 12-34567  口径  20mm 

 
通信欄  【水道管の防寒対策はお早めに】 

気温が‐4℃以下になると，水道管の凍結や破裂の恐れがあります。 
水道管に布切れなどを巻いて，しっかりと防寒対策をしましょう。 

このお知らせで集金することはありません。 

倉敷市水道局 水道料金本庁窓口 ℡４２６－３６６１ 

検針業務受託業者 第一環境㈱倉敷営業所 検針員 水島 

 

円 ㎥  

 
 

 

円 ㎥  
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公用車へのマグネットシート貼付けと音声広報

検針票お知らせ欄への記載 広報「くらっぴい」での特集（12月号）

①‐２ 広報活動（市内、地域）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
このような特定の場所だけの掲示では、そこに来ていただいた方にしか注意喚起ができないことから、さらに、市内や地域での取組みをいたしました。水道局の公用車に、マグネットシートを貼付けるとともに、走行中は音声広報にて凍結防止の呼びかけを行いました。また、２か月に一度検針をした際にお知らせしている水道料金の検針票には、「水道管の防寒対策はお早めに」と記すメッセージを記載しました。そして、広報誌のくらっぴぃ１２月号にて（クリック）「今から水道管の水道管の凍結防止対策を！！」と題する特集を組むことで、各ご家庭まで凍結防止対策が届くように呼びかけました。
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①‐３ 広報活動（インターネット）

倉敷市水道局ホームページ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
その他、インターネットでは、倉敷市水道局のホームページに（クリック）水道管の凍結防止対策をお願いするバナー広告を大きく掲載しています。また、ツイッターでは、（クリック）凍結防止対策に関するつぶやきを投稿しているほか、ユーチューブでは、（クリック）各家庭でできる具体的な対策方法を、動画でわかりやすく説明しています。



メディアを活用した注意喚起

①‐４ メディア利用
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
メディアを利用した、広報活動も行いました。
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空き家の閉栓

過去に空き家の

相次いだ…
漏水報告が

事例１ 屋外散水栓の凍結

事例２ 給湯機給水管の凍結

蛇口の根元が凍結破損

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
最後に、空き家の閉栓について、ご説明いたします。過去の寒波襲来時に、空き家での凍結被害の報告が相次ぎました。写真に示します事例は、空き家屋外散水栓の蛇口や、給湯機の給水管が凍結破裂したものです。



・過去４年以上、水道の使用実績がない
空き家（約６７０件）を対象。

・９月末～１０月末までに計画的に閉栓。

空き家の閉栓

近年に水道使用実績のない空き家 水道メーターボックス内
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こうした経験から、過去４年以上、水道の使用実績がない約６７０件の空き家を対象に、事前の閉栓作業を行いました。閉栓は、冬季到来までに完了するべく、９月末から１０月末までの１か月にて、水道局職員が計画的に作業を実施しました。以上が、本年度に実施しました凍結防止対策になります。
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②寒波の報告

① 本年度実施した水道管の凍結防止対策

② １月下旬寒波の報告について

③ まとめ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
つづきまして、②１月下旬寒波の報告について、ご説明いたします。



0件

10件

20件

30件

40件

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11

凍 結 破裂(道路側) 破裂(家側)

最低気温 最高気温 平均気温

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11

１月下旬寒波（令和5年1月20～30日）

件数気温（℃）
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1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
本年１月に強い寒波がありましたことは、皆様、記憶に新しいことと思います。１月２０日～３０日ごろにありましたこの寒波について、水道局への問合せについてご紹介いたします。グラフは、縦軸に気温、横軸に日にちを表しています。上から、青色で示すのが倉敷市内で記録した最高気温　　　　　緑色が平均気温　　　　　オレンジ色が最低気温です。水道管は最低気温が－４℃以下（クリック）になると凍結被害のリスクが高まるといわれています。この寒波では－４℃に近い日が４日程度あり、１月２５日は－４℃を下回りました。では、この間、水道管の凍結について、どの程度水道局に問合せがあったのか、グラフに問合せ件数を追加してみたいと思います。（クリック）グラフ右側の縦軸が、水道局にありました問合せ件数です。青色で示すのが、凍結で水が出ないとの問合せです。赤色が、各家庭の水道メーターから道路側での凍結破裂です。紫色が、水道メーターから家側での凍結です。問合せは、やはり最低気温が低くなった当日もしくは、夜間をまたいだ翌日に多く発生しております。問合わせの内容としては家側での凍結による破裂が大部分となる結果でした。



最低気温

（℃） 凍結 破裂(道路側) 破裂(家側) 計

H22年度 H23.1.16～H23.1.19 -5.1 208 83 191 482

H22年度 H23.1.30～H23.2.1 -5.2 75 22 57 154

H23年度 H24.1.26～H24.2.3 -5.5 40 8 41 89

H26年度 H26.12.18～H26.12.19 -2.0 5 0 1 6

H27年度 H28.1.25～H28.1.26 -4.7 274 23 239 536

H29年度 H30.1.12～H30.1.15 -4.6 41 10 31 82

H29年度 H30.1.25～H30.1.28 -4.8 31 13 82 126

H29年度 H30.2.6～H30.2.9 -5.1 114 7 106 227

R02年度 R03.1.7～R03.1.12 -5.1 115 296 57 468

R04年度 R05.1.20～R05.1.30 -4.2 5 11 51 67

計 908 473 856 2237

年度 集計期間
問合せ（件）

平成２２年度以降の凍結被害件数

過去の凍結被害件数（H22～R4年度）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
つづきまして、「過去の凍結被害件数」の状況を示します。表は平成２２年度以降の凍結被害の件数を記録したものです。各寒波で記録した最低気温と、問合わせは、その内容により、凍結により水が出ないとの問い合わせ、　　　　　　　　　　　　　　　　　各家庭のメーターから道路側、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メーターから家側での凍結破裂の３つに分類して集計しております。（クリック）まず、今年１月の寒波では、合計で６７件の問合せがありました。これは、過年度の件数と比較しても、低い値であることが確認できます。では、本年度の寒波はそれほど強い寒波ではなかったのではないかというと、（クリック）過去の凍結被害では、最低気温－４℃～－５℃程度を記録しており、本年度の寒波が大きく、これから外れているわけではないことがわかります。（クリック）次に、問合せの内訳を見てみますと、問合せの多くが２次側で発生していることがわかりました。（メモ）「給水管の凍結」・・・破損していないが、家側の水道管が凍って水が出ない状態「破裂一次側」・・・道路内水道本管からメータの間の給水管が破裂し、漏水して修繕に至ったケース「破裂二次側」・・・メータから家側の給水管が破裂、漏水して修繕に至ったケース　



凍結被害箇所の位置記録
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凍結被害位置図（令和5年1月寒波）

山地部
凍結被害箇所

日照時間の短い山際に位置
する水道管

平野部に位置する住宅など、
冷たい風が通り抜ける場所

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
最後に、凍結被害のあった箇所の位置を地図で示します。赤い点が凍結被害のあった箇所、緑色が山地部を表しています。この地図を通して分かったことは、（クリック）凍結被害の箇所が、事前に想定していた山に近いエリアのほかに（クリック）風通しの良い平野部でも多く発生している、ということでした。



まとめ

 ９月末から事前の凍結防止対策を実施。

 １月下旬の寒波では、最低気温ー４℃以下を記録
し、山地部や風通しの良い平野部で凍結が生じた
が、問合せ件数は例年よりも大幅に減少した。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まとめです。本市水道局では、９月末からさまざまな事前の凍結防止対策を実施しました。１月下旬の寒波では、最低気温ー４℃以下を記録し、山地部や風通しの良い平野部で凍結が生じたが、問い合せ件数は例年よりも大幅に減少しました。以上をもって、本日の発表を終わらさせて頂きます。



水道施設における令和3年度までの整備状況と
今後10年の事業計画について

令和５年３月２０日
水道総務課企画検査室 小西 宏和

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
「水道施設における令和３年度までの整備状況と今後10年の事業計画について」水道総務課企画検査室の小西から報告させていただきます。今回の報告では、最初に現状に係る事項、次に今後50年間の構想、最後に直近10年間の事業計画である倉敷市水道施設第一期基盤強化計画について説明させていただきます。
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１ 本市水道事業について

本市の水道は、市域全域を給水区域とし、自己水源の浄水場から配水している4つの給水
区（片島系・福井系・上成系・真備系）と、水道用水供給事業者からの受水による3つの給水
区（備南系・県南系・真備系）があります。このうち真備系については、自己水源と受水を併
せた給水を行っています。また、本市水道局は令和3年度末時点において、約3,334kmの管
路、大小合わせて90か所の配水池・高架水槽等、65か所のポンプ場を所有しています。

図 給水区域図

表 浄水場の一覧

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まず、本市の水道事業について説明させていただきます。本市の水道は、市域全域を給水区域とし、令和3年度末時点において、約3,334kmの管路、大小合わせて90か所の配水池・高架水槽等、65か所のポンプ場を所有しており、これらの水道施設を適切に更新していく必要があります。お渡ししている資料ではポンプ場は58箇所となっていますが正しくは65箇所です。申し訳ありませんがご訂正のほどよろしくお願いします。



R3 R13 R53

倉
敷
市

倉
敷
市
水
道
局

第六次総合計画

（H23-R2）

第七次総合計画

（R3-R12）

くらしき水道ビジョン-2019-

（R1-R10）
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【国】改正水道法（R01）

倉敷市水道事業整備計画

（H24-R3）
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事業計画とは、将来にわたる水道水の安定供給のため、どの水道施設を、どのようなタイミ
ングで整備していくかといった事業の指針となる計画です。

倉敷市水道事業整備計画（H24-R3）
倉敷市水道施設50年構想第一期基盤強化計画（R4-R13）

１ 本市水道事業について

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次に水道施設に係る事業計画についてご説明させていただきます。事業計画とは将来にわたる水道水の安定供給のため、どの水道施設を、どのようなタイミングで整備していくかといった事業の指針となる計画であり、倉敷市水道局の直近の事業計画としましては、令和3年度まで行っていた倉敷市水道事業整備計画とこの度策定しました令和4年度から令和13年度までの倉敷市水道施設第一期基盤強化計画が該当します。それでは図でお示ししている時系列に沿って、倉敷市水道事業整備計画、倉敷市水道施設５０年構想、倉敷市水道施設第一期基盤強化計画について説明させていただきます。
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２ 倉敷市水道事業整備計画(H24-R3)について

倉敷市水道事業整備計画とは、平成24年度から令和3年度までの10箇年計画であり、期間
内に行う事業の箇所付けを行ったものです。近い将来発生するとされている南海トラフ巨大
地震に備えるため、老朽化した水道施設の更新及び耐震性能の向上に努めました。

H25 浅原加圧ポンプ場

H25 西坂台団地

H25 新児島団地

H27 中庄天神団地

H29 横内加圧ポンプ場

R01 西原加圧ポンプ場

R03 向山高架水槽

R03 味野加圧ポンプ場

H24 水島ニュータウン

H30 勇崎加圧ポンプ場

R01 西原加圧ポンプ場

R01 尾原配水池兼加圧ポンプ場

R02 仁吾加圧ポンプ場

区分 施設名称整備年度

配水池

ポンプ場

H24 0ｍ 1,977ｍ 1,601ｍ 57,892ｍ 61,470ｍ

H25 0ｍ 863ｍ 413ｍ 47,792ｍ 49,067ｍ

H26 0ｍ 0ｍ 3,391ｍ 51,404ｍ 54,795ｍ

H27 0ｍ 0ｍ 741ｍ 48,073ｍ 48,814ｍ

H28 0ｍ 0ｍ 867ｍ 52,440ｍ 53,306ｍ

H29 0ｍ 0ｍ 497ｍ 46,249ｍ 46,746ｍ

H30 0ｍ 0ｍ 1,567ｍ 34,435ｍ 36,002ｍ

R01 0ｍ 0ｍ 1,167ｍ 44,017ｍ 45,184ｍ

R02 0ｍ 309.40ｍ 2,495.30ｍ 45,956.60ｍ 48,761ｍ

R03 0ｍ 1,655.90ｍ 3,058.10ｍ 43,431.90ｍ 48,146ｍ

合計 0ｍ 4,805.12ｍ 15,797.42ｍ 471,689.41ｍ 492,292ｍ

整備年度 管路全体配水本管送水管導水管 配水支管

施設整備 管路整備

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
倉敷市水道事業整備計画とは、平成24年度から令和3年度までを計画期間とした10箇年計画であり、期間内に行う事業の箇所付けを行ったものです。近い将来発生するとされている南海トラフ巨大地震に備えるため、老朽化した水道施設の更新及び耐震性能の向上に努めました。整備状況としましては１０年で１３の施設、約490kmの管路を整備しました。



R3 R13 R53

倉
敷
市

倉
敷
市
水
道
局

第六次総合計画

（H23-R2）

第七次総合計画

（R3-R12）

くらしき水道ビジョン-2019-

（R1-R10）

倉敷市水道施設50年構想（R4-R53）

第一期基盤強化計画

（R4-R13）

第二期基盤強化計画

～第五期基盤強化計画
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事業計画とは、将来にわたる水道水の安定供給のため、どの水道施設を、どのようなタイミ
ングで整備していくかといった事業の指針となる計画です。

倉敷市水道事業整備計画（H24-R3）
倉敷市水道施設50年構想第一期基盤強化計画（R4-R13）

（再掲）１ 本市水道事業について

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次に倉敷市水道整備計画から続く、令和４年度からの倉敷市水道施設５０年構想及び倉敷市水道施設第一期基盤強化計画について説明させていただきます。
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３ 倉敷市水道施設50年構想(R4-R53)について

「倉敷市水道施設50年構想」は、将来にわたる水道水の安定供給のため、これまで実施し
てきた老朽化対策に加え、今後の水需要の減少を見据えた施設の統廃合やダウンサイジン
グによる水道施設の再構築、及び自然災害に対する水道施設の強化について、令和4年か
ら令和53年の50年間にわたる基本方針を示すものです。

「くらしき水道ビジョン－2019－」で
は、将来にわたりお客さまへ水道水
を安定的に届けるため、「倉敷の水
道がこのまちの未来を創る」を目指
すべき将来像として定めています。
この実現に向けては、本市水道事

業の抱える課題の解決が必要不可
欠であるため、「水道施設の最適
化」、「老朽化対策」、「耐災害性の
強化」に着目し、倉敷市水道施設50
年構想の基本方針を定めました。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
倉敷市水道施設50年構想とは将来にわたる水道水の安定供給のため、これまで実施してきた老朽化対策に加え、今後の水需要の減少を見据えた施設の統廃合やダウンサイジングによる水道施設の再構築、及び自然災害に対する水道施設の強化について、令和4年から令和53年の50年間にわたる基本方針を示すものです。この50年構想を受けた、R4～R13の具体的な計画が、倉敷市水道施設第一期基盤強化計画となっていまして後ほど説明させていただきます。本構想では「くらしき水道ビジョン－2019－」で定めた将来像の実現に向け、本市の水道事業が抱える「人口減少による水需要減少」、「増え続ける老朽化施設」、「激甚化する自然災害」といった３つの課題から「水道施設の最適化」、「老朽化対策」、「耐災害性の強化」に着目し、二つの基本方針を定めました。
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３ 倉敷市水道施設50年構想(R4-R53)について

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
一つ目の基本方針が「最適化と計画的更新の推進」です。本市はこれまで、
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３ 倉敷市水道施設50年構想(R4-R53)について

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
二つ目の基本方針が「最適化と災害対策の推進」です。自然災害に目を向けると～



４ 第一期基盤強化計画(R4-R13)について

『第一期基盤強化計画』は、 『倉敷市水道施設50年構想』で検討された中長期的な基本構
想に基づき、直近10年（令和4年度～令和13年度）で整備すべき内容を示した計画です。

倉敷市水道施設50年構想の2つ
の基本方針『基本方針1 最適化と
計画的な更新』および『基本方針2 
最適化と災害対策の推進』を実現
するため、第一期基盤強化計画で
は、５０年構想の方策に対して右図
のとおり事業区分を設けて、事業を
実施します。

第一期基盤強化計画の事業

重要給水施設への管路
・救急告示医療機関及び透析実施医療
機関につながる管路

基幹管路
・導送水管路
・Φ400mm以上の配水管路
・幹線指定管路

中口径管路 ・φ150mm以上Φ400mm未満の配水管路

対象管路 管路概要
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
これら、倉敷市水道施設50年構想で検討された二つの基本方針に基づき令和４年度から令和１３年度までの直近１０年で整備すべき内容を示した計画が第一期基盤強化計画です。第一期基盤強化計画では図のように基本方針に沿った事業区分を設けています。（図の説明）具体的な事業を一部紹介させていただきます。基本方針１の「浄水場等の統廃合及び施設能力の適正化」にあります「施設更新事業（取水・浄水）」では上成浄水場更新事業を挙げており現在調査中です。また「施設更新事業（送水・配水）」では児島宇野津エリアの安定供給のために実施している宇野津配水池築造工事が対象となっています。水道管路に焦点をあてると基本方針２の「管路の耐震化」にあります「基幹管路の耐震化事業」では水道管路の中でも大動脈となる口径が４００ｍｍ以上の基幹管路について５５ｋｍの耐震化を行うこととしています。



（R10） （R13） （R10） （R7/R10）※

B602 浄水施設の耐震化率 27.2％ 50％ 56％ 100％ 41％

B603 ポンプ所の耐震化率 51.3％ 71％ 71％ 80％ ―

B604 配水池の耐震化率 60.6％ 87％ 88％ 70％ 70％

B606-2 基幹管路の耐震適合率 41.5％ 60％ 62％ 55％ 60％

B607-2
重要給水施設配水管路の

耐震適合率
43.1％ 63％ 67％ 55％ ―

― 管路の耐震適合率 22.8％ 28％ 30％ 30％ ―

― 浸水対策浄水施設数 0箇所 1箇所 1箇所 2箇所 ―

※基幹管路の耐震適合率のみ令和10年度

指標 R3末現在

第一期基盤強化計画目標値
（R4～R13）

ビジョン
目標値

国土強靭化
目標値
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第一期基盤強化計画の事業に取り組むことで、水道施設の適正規模等の最適化、耐震化
等の災害対策の強化などが図られ、以下の指標値について改善が見込めるため、目標値に
設定しています。

４ 第一期基盤強化計画(R4-R13)について

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こうした第一期基盤強化計画を基にした取り組みによる効果をこのスライドでは説明させていただきます。表には現在の耐震化率、第一期基盤強化計画に取り組むことによるR10年度とR1３年度の目標値、くらしき水道ビジョン2019の目標値及び国が進める防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策の目標値を示しています。一部の指標、「浄水施設の耐震化率」「ポンプ所の耐震化率」について、ビジョンの目標値を満足しないことになりますが、これは、上成浄水場の更新が第二期基盤強化計画での完了となったためであり、同整備が完了するとビジョンの目標値も達成することになります。また、基幹管路の耐震適合率については、ビジョンの目標値が55％であるのに対して、第一期基盤強化計画のR10年度時の目標値が60％となっておりますが、これは国の防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策の目標値を考慮したためです。
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第一期基盤強化計画では、「倉敷市水道施設50年構想」を基に、浄水場等の統廃合や施設
能力の適正化を踏まえた計画的な施設、設備、管路の更新に取り組むとともに、耐震化、水
害対策に加えてバックアップ体制構築に向けた整備を行うための、具体的な直近10年間の計
画を策定しました。
今後は、この第一期基盤強化計画を基に事業を推進していきますが、事業の推進に当たっ

ては、以下の課題を解決しながら事業に取り組んでまいります。

【今後の課題】
・ 浄水場等の更新事業の実施に当たっては、倉敷市水道施設50年構想で
検討したバックアップを考慮した施設能力の検討が必要になります。

・ 現状の整備ボリュウムに比較し、今後の整備ボリュウムが大きくなります。
そのため、可能な限り現状の組織を保持することに加えて、DB・DBOなどの
官民連携手法を積極的に検討・採用する必要があります。

４ 第一期基盤強化計画(R4-R13)について

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
最後にまとめと今後の課題を説明させていただきます。第一期基盤強化計画では、「倉敷市水道施設50年構想」を基に、浄水場等の統廃合や施設能力の適正化を踏まえた計画的な施設、設備、管路の更新に取り組むとともに、耐震化、水害対策に加えてバックアップ体制構築に向けた整備を行うための、具体的な直近10年間の計画を策定しました。その中には以下の２点の課題が挙げられます。１点目、浄水場等の更新事業の実施に当たっては、倉敷市水道施設50年構想で検討したバックアップを考慮した施設能力の検討が必要になります。２点目、現状の整備ボリュウムに比較し、今後の整備ボリュウムが大きくなります。そのため、可能な限り現状の組織を保持することに加えて、効率化を図るためにも、民間企業の技術力を活かした官民連携手法を積極的に検討・採用する必要があります。今後はこういった課題を解決しながら第一期基盤強化計画を基に、水道ビジョンの目標達成に向け、事業の推進に努めてまいります。説明は以上となります。



令和５年３月２０日

水道総務課企画検査室

松井 浩二

「岡山県水道広域化推進プラン」について

31

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
岡山県水道広域化推進プランについて水道総務課企画検査室の松井が説明させていただきます。



水道を取り巻く状況

•高度経済成長期に整備された施設が老朽化。年間２万件を超える漏水・破損事故が発生。
•耐用年数を超えた水道管路の割合が年々上昇中（H28年度14.8%）。

•水道管路の耐震適合率は４割に満たず、耐震化が進んでいない（年１%の上昇率）。
•大規模災害時には断水が長期化するリスク。

•水道事業は主に市町村単位で経営されており、多くの事業が小規模で経営基盤が脆弱。
•小規模な水道事業は職員数も少なく、適切な資産管理や危機管理対応に支障。
•人口減少社会を迎え、経営状況が悪化する中で、水道サービスを継続できないおそれ。

•約３分の１の水道事業者において、給水原価が供給単価を上回っている（原価割れ）。
•計画的な更新のために必要な資金を十分確保できていない事業者も多い。

これらの課題を解決し、将来にわたり、安全な水の安定供給を維持していくためには、

水道の基盤強化を図ることが必要。

現状と課題
我が国の水道は、98.0%の普及率を達成し、これまでの水道の拡張整備を前

提とした時代から既存の水道の基盤を確固たるものとしていくことが求められ
る時代に変化。しかし、以下の課題に直面している。

①老朽化の進行

②耐震化の遅れ

③多くの水道事業者が小規模で経営基盤が脆弱

④計画的な更新のための備えが不足
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・最初に「水道を取り巻く状況」からご説明いたします。・全国の水道普及率は、令和元年度時点で９８％を達成していますが、水道事業は多くの課題に直面しています。・１つ目は老朽化の進行で、高度経済成長期に整備してきた多くの施設の老朽化で進行しています。・２つ目は耐震化の遅れで、地震に対する水道管路の耐震適合率は４割に満たないなど耐震化が進んでいないのが現状です。・３つ目は人口減少による給水収益の減少により、小規模な事業体は職員数も少なく、適切な資産管理や危機管理対応ができないなど経営状況が悪化する中で水道サービスを継続できない恐れがあります。・最後が、計画的な更新のための備えが不足していることです。水道水をつくり・届ける費用を料金収入で賄えない、いわゆる原価割れを起こしている事業体も多く、更新のために必要な資金が確保できていない事業体が多くあります。・このような水道事業を取り巻く課題に対して、将来にわたって安全な水の安定供給を維持していくために、国では「水道の基盤強化を図ることが必要である。」とされています。＜参考＞倉敷市　R3給水原価：111円60銭（税抜）　　R3供給単価：124円57銭（税抜）倉敷市の耐震適合率（R3年度末現在）　・基幹管路：41.5％　・管路全体：22.8％



広域連携（広域化）の流れ

平成２８年２月 広域連携に関する検討について通知 （総務省・厚生労働省）国

県 平成２８年１１月 岡山県水道事業広域連携推進検討会を設立

国 平成３１年１月 「水道広域化推進プラン策定」について （総務省・厚生労働省連名通知）

国→都道府県に対し検討体制の構築と広域連携の検討を要請

国→都道府県に対し策定要請 （令和４年度末までに策定・公表）

令和４年度末の「岡山県水道広域化推進プラン」策定・公表に向け協議・検討を重ねる

令和元～４年 岡山県水道事業広域連携推進検討会及び地域部会

国

国や県など関係者の責務の明確化、広域連携の推進

県

令和５年１、２月 岡山県水道広域化推進プラン策定・公表県

平成２８～３０年度にかけて広域連携について検討。平成３０年に報告書作成。

令和元年１０月 水道法改正 （平成３０年１２月１２日水道法の一部を改正する法律公布）
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・このような状況を踏まえ、国は水道の基盤強化の方策のひとつとして広域連携を挙げ、近年推進を図ってきました。・平成２８年に国は広域連携について検討するよう都道府県に対して通知しました。これを受けて、岡山県では岡山県水道事業広域連携推進検討会を設立し、２８～３０年までの３年間検討を行いました。・さらに、平成31年１月に国は都道府県に対し通知を出し、都道府県が水道広域化推進プランを令和４年度末までに策定するよう要請しました。・また、令和元年には水道法を改正し、広域連携については「国や県など関係者の責務が明確化」され、「県は水道事業者等の間の広域的な連携を推進するよう努めなければならないこと」とされました。・これらを受けて、令和元年～４年にかけて岡山県を中心として広域連携推進検討会で広域化推進プランの策定を進めてきました。



水道広域化のイメージ

経営の一体化
（経営主体は１つ、事業が複数）

管理の一体化
（維持管理業務や経理業務などを共同実施）

施設の共同化
（浄水場、水質試験センター、緊急時連絡管など共同施設を保有）

従来の広域化
のイメージ

水道広域連携
のイメージ

事業統合
（経営主体も
事業も１つ）

小 短

長大

効
果

実
現
に
要
す
る
時
間

日本水道協会「水道広域化の手引き」を参考に作成

業務の
共同化

34
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・ここで水道広域化推進プランにおける広域化のイメージについて説明をさせていただきます。・「広域化」という言葉からは事業統合をイメージしますが、近年検討している広域化というのはピラミッドの下の部分、経営や管理・施設の一体化などに加え、共同で業務を行うといったソフト面の連携も含むものです。・ピラミッドの上にいくほど広域化の効果は大きくなると考えられますが、実現に要する時間や労力も大きくなります。・一足飛びに事業統合をするのではなく、まずは、たとえば管理の一体化などから取り組むというのも広域化（広域連携）に取り組むうえでのポイントとなってきています。



「岡山県水道広域化推進プラン（概要）」 シミュレーション概要

３ シミュレーションパターン

① 共同委託（検針・料金徴収業務）

② 共同調達（薬品・水道メーター）

③ ３地域ブロックごとの事業統合

④ 県全域の事業統合

南西部地域ブロック
倉敷市ほか
１５事業体

南東部地域ブロック
岡山市ほか
５事業体

北部地域ブロック
津山市ほか
１０事業体

１ 推計期間

令和元（2019）年～令和41（2059）年

２ 対象事業

地方公共団体が経営する
上水道事業
簡易水道事業
水道用水供給事業

※27市町村４企業団

（基準年度）

水道広域化のイメージ
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・ここからは今年度末の策定・公表に向けて岡山県が中心として取りまとめた「岡山県水道広域化推進プラン」の内容について説明させていただきます。・プランの中では広域化した場合にどの程度効果があるかを令和元年を基準年度とし、その後４０年間について、岡山県内の上水道事業や水道用水供給事業などを対象としたシミュレーションを行っています。シミュレーションは①検針や料金徴収業務を共同で委託した場合、②薬品や水道メーターを共同で調達した場合、③右の地図で示しております３つの地域ブロックごとに事業統合した場合、④岡山県全域で事業統合した場合　の４パターンです。先ほどのピラミッドのイメージでみると、①、②はピラミッド下側の緩やかな広域化、③、④はピラミッドの一番上の部分にあたります。



施設整備や料金水準の地域格差など早期解決が難しい問題も多く、
現時点での事業統合へ向けたロードマップ作成は拙速

当面は、広域連携推進検討会を継続し、課題を検討する中で、
問題を共有し、様々な手法の広域化を模索し、可能なものから順次着手

今後の広域化に係る推進方針

全事業者のアセットマネジメントの実施
水道施設台帳システム等の導入及び共通化の検討

●共同委託（検針・料金徴収）
料金システムの現状把握とシステムの共通化

●共同調達（薬品）
浄水施設の統廃合

●共同調達（メーター）
先行事例調査・発注手法の研究

●事業統合
各事業者の施設等統廃合計画の把握・整理、
事業者間で合意可能な広域化事業の検討 など

広域化に向けた課題

「岡山県水道広域化推進プラン（概要）」 課題と今後の推進方法
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・シミュレーションを行った結果、施設整備水準や料金水準など地域格差が大きいことや適用している料金システムが異なるなど広域化を進めていくうえで、早期解決が難しい問題が多くあることがわかりました。・そのため、「広域化推進プラン」のなかでは、現時点で事業統合へ向けて具体的に進めていくことは時期尚早であると結論付けています。・そのため当面は、広域連携推進検討会を継続し、課題を検討する中で、各事業体が抱える問題を共有し、様々な手法の広域化を模索して、可能なものから順次着手していくとの方針としています。・倉敷市水道局としても、今後とも検討会へ参加し、広域化の可能性について検討していきたいと考えています。以上で説明を終わります。
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